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東京都内における障害者数（平成30年3月末現在）

東京都内の民間企業の実雇用率、障害者の就職件数

聴覚・言語障害
48,602（11％）

1級 6,354（6%）
視覚障害 
36,075（8%）

　平成29年度都内ハローワークにおける障害者の職業紹介状況（東京労働局発表）

平成29年「障害者雇用状況」集計結果（東京労働局発表）
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174

※7

※ 7 「新規雇入れから3年以内」又は「精神障害者保健福祉手帳の取得から3年以内」の者は1カウント
※ 6 週20時間未満の労働者については、雇用率にカウントできない。

総　数
447,246人
（100％）

内部障害
134,905

（30％）　

肢体不自由
227,664（51％）

総　数
72,839人
（100％）

最重度・重度
       22,018
　　    （30%）

中度 17,443
　　（24%）

  軽度
33,378
（46%）

総　数
108,532人
（100％）

2級 55,754
（51%）

　3級
 46,424
（43%）

3,272

182

2,938

1,509

1,873

地方公共団体、民間企業などが労働者を雇い入れる場合には、「障害者の雇用の促進等に関する
法律」（障害者雇用促進法）に定める法定雇用率を上回る障害者を雇用しなければならないことと
されています。
民間企業の法定雇用率は2.2％であり、45.5 人規模以上の企業は、この法律に基づいて障害
者を雇用する義務があります。なお、平成33年 4月までには法定雇用率は2.3％、企業規模は
43.5 人以上になります。
しかし、平成29年 6月 1日現在の民間企業の実雇用率を見ると、全国では1.97％、東京都
については1.88％と、法定雇用率は達成されていない状況となっています。

東京都内における障害者数を身体障害、知的障害（愛の手帳）、精神障害の障害別手帳の交付状
況からみると、以下のとおりとなっています。
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障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の概要

障害者雇用促進法の概要

※

※「新規雇入れから3年以内」又は「精神障害者保健
　福祉手帳の取得から3年以内」の者は1カウント



障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の概要

障害者雇用促進法の概要

※

※「新規雇入れから3年以内」又は「精神障害者保健
　福祉手帳の取得から3年以内」の者は1カウント

区分 現行（％） 平成 33 年４月までに
民間企業 2.2％ 2.3％

官公庁 2.5％ 2.6％

一部の教育委員会 2.4％ 2.5％

特殊法人 2.5％ 2.6％

　上記の雇用率に基づき、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲は、従業員45.5 人
以上です。また、その事業主には、以下の義務があります。
◆毎年６月１日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。　

　事業主は、毎年1回 6月 1日現在の身体障害者、知的障害者及び精神障害者の雇用に
関する状況（障害者雇用状況報告書）を本社の所在地を管轄する公共職業安定所長に対し
て報告しなければなりません。
　報告義務のある事業主は、法定雇用障害者数が1人以上となる事業主、すなわち常用雇
用労働者数（除外率により除外すべき労働者数を控除した数）が45.5人以上の事業主です。
（官公庁、特殊法人は40人以上、一部の教育委員会は42人以上）
　障害者雇用率未達成の事業主で一定の基準を下回る事業主に対しては、公共職業安定所
長が「障害者の雇入れに関する計画書」の作成を命令します。
　なお、行政の指導にもかかわらず障害者雇用に適正に取り組まなかった企業については、
その旨を厚生労働大臣が公表します。

◆障害者雇用推進者（→P24）を選任するよう努めなければなりません。

●雇用義務制度
　事業主に対し、障害者雇用率（法定雇用率）に相当す
る人数以上の身体障害者・知的障害者・精神障害者の雇
用を義務づける。
　（※）平成30年 4月から精神障害者が雇用義務の対
象に加えられました。（雇用率への算定は平成18年 4
月から開始しています。）
　なお、障害の程度や労働時間により雇用率への算定（カ
ウント）が異なります。



障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の内容



障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の内容

　雇用の分野で障害者に対する差別の禁止、合理的配慮の提供が義務となりました。
　（平成 28 年４月１日から施行）



障害者雇用促進施策を障害者福祉施策との有機的な連携を図りつつ推進



障害者雇用促進施策を障害者福祉施策との有機的な連携を図りつつ推進

●納付金制度
　障害者の雇用に伴う事業主間の経済的負担の調整を図る。（→P26）

●職業リハビリテーションの実施
　地域の就労支援関係機関において障害者の職業生活における自立を支援

☆ハローワーク（→P53）　

　障害者の態様に応じた職業紹介、職業指導、求人開拓等

☆地域障害者職業センター（→P57・58）

　専門的な職業リハビリテーションサービスの実施

　（職業評価、準備訓練、ジョブコーチ等）

☆障害者就業・生活支援センター（→P59～ 62）

　就業・生活両面にわたる相談・支援



障害者総合支援法における就労支援に関する事業



障害者総合支援法における就労支援に関する事業



障害者虐待防止法



障害者虐待防止法
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P77

1. 障害者雇用納付金制度
　法定雇用率未達成の事業主から納付金を徴収し、障害者を多く雇用する事業主
に調整金・報奨金等を支給する制度です。
○障害者雇用納付金制度の概要	 →P26
○障害者雇用納付金制度に基づく助成金	 →P27

5. 各種制度等
○東京ジョブコーチ職場定着支援事業	 →P43
○企業見学支援事業	 →P44
○精神障害者雇用サポート事業	 →P45
○職場内障害者サポーター事業	 →P46
○障害者の態様に応じた多様な委託訓練	 →P47
○精神障害者社会適応訓練事業	 →P48
○第3セクター方式による重度障害者雇用モデル企業の育成	 →P48

3. 障害者を雇用する事業所に係る税制上の優遇措置	 →P41

4. 東京都障害者雇用優良取組企業の顕彰制度	 →P42

2. 各種助成金
（１）国の助成金
○特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース）	 →P28
○特定求職者雇用開発助成金（発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース）	 →P28
○特定求職者雇用開発助成金（障害者初回雇用コース）	 →P28
○トライアル雇用助成金（障害者トライアルコース）	 →P29
○トライアル雇用助成金（障害者短時間トライアルコース）	 →P29
○障害者雇用安定助成金（Ⅰ障害者職場定着支援コース）	 →P30
○障害者雇用安定助成金（Ⅱ障害者職場適応援助コース）	 →P32
○障害者雇用安定助成金（Ⅲ障害や傷病治療と仕事の両立支援コース）	 →P34
○障害者雇用安定助成金（Ⅳ中小企業障害者多数雇用施設設置等コース）	 →P36

（２）東京都の助成金
○東京都中小企業障害者雇用支援助成金	 →P37
○東京都障害者安定雇用奨励金	 →P38
○東京都難病・がん患者就業支援奨励金	 →P39

（３）（公財）東京しごと財団の助成金
○コンビネーションジャンプ職場体験実習助成金	 →P40
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P55

　障害者の雇用にあたり、施設・設備の整備等や適切な雇用管理を行うための特別な措置を実施
する事業主等を対象とした障害者雇用納付金制度に基づく助成金が設けられています。

　障害者を雇用したことがない事業主、精神障害者を雇用したことがない事業主が、障害者の受
入を進めるため、就職を目指す障害者を対象として職場実習を計画し、実習生を受入れた場合に、
謝金等を支給します。



　発達障害者または難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者として雇い
入れる事業主に対して助成するものであり、発達障害者や難治性疾患患者の雇用と職場定着の促進を
図ることを目的としています。
　事業主の方からは、雇い入れた労働者に対する配慮事項等についてご報告いただきます。
　また、雇入れから約６か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。

　雇用保険の適用事業の事業主であって、ハローワーク等の紹介により、身体障害者、知的障害者ま
たは精神障害者を雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、65歳以上に達するまで継続して雇用する
ことが確実であると認められる事業主に対して、賃金の一部を助成する制度です。
　なお、対象労働者の雇入れ前後６か月間に当該雇入れに係る事業所で、雇用する被保険者を事業主
の都合により解雇したことがない等の一定の要件を満たすことが必要です。

特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース）

特定求職者雇用開発助成金（発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース）

特定求職者雇用開発助成金（障害者初回雇用コース）（ファースト・ステップ奨励金）

トライアル雇用助成金（障害者短時間トライアルコース）

トライアル雇用助成金（障害者トライアルコース）

P71



特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース）

特定求職者雇用開発助成金（発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース）

特定求職者雇用開発助成金（障害者初回雇用コース）（ファースト・ステップ奨励金）

トライアル雇用助成金（障害者短時間トライアルコース）

トライアル雇用助成金（障害者トライアルコース）

P71



障害者雇用安定助成金（Ⅰ障害者職場定着支援コース）
障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる事業主
に対して助成し、障害者の雇用を促進するとともに、職場定着を図ることを目的としています。

対象措置と対象労働者
職場定着支援計画の認定＊を受けた上で、対象労働者に対して、以下の職場定着に係る措置を
実施し、６か月以上職場に定着させた場合に助成金を支給します。

＊職場定着支援計画は、計画の開始日の前日から起算して１か月前までに管轄労働局に提出してください。

対象となる職場定着に係る措置 措置の概要 対象労働者

　措置 1

柔軟な時間管理・休暇取得

通院による治療等のための有給休暇
の付与、勤務時間の変更等の労働時
間の調整を行うこと

措置の開始日の時点で、
次のいずれかに該当する方
◆身体障害者　
◆知的障害者
◆精神障害者
◆発達障害者
◆難治性疾患のある方
◆高次脳機能障害のある方

　措置 2

短時間労働者の勤務時間延長

週所定労働時間が20時間未満の労
働者を20時間以上に、30時間未
満の労働者を30時間以上に延長す
ること

　措置 3

正規・無期転換

有期契約労働者を正規雇用や無期雇
用に、無期雇用労働者を正規雇用に
転換すること

　措置 4

職場支援員の配置

障害者の業務の遂行に必要な援助や
指導を行う職場支援員を配置するこ
と

　措置 5

職場復帰支援

中途障害等により休職を余儀なくさ
れた労働者に対して、職場復帰のた
めに必要な職場適応の措置を行い、
雇用を継続すること

職場復帰の日の時点で、
次のいずれかに該当する方
◆身体障害者
◆精神障害者
◆難治性疾患のある方
◆高次脳機能障害のある方

　措置 6

中高年障害者の雇用継続支援

中高年障害者に対して雇用継続のた
めに必要な職場適応の措置を行い、
雇用を継続すること

措置開始の時点で※に該当し、満
45歳以上かつ勤続10年以上の方

　措置 7

社内理解の促進

雇用する労働者に対して、障害者の
就労の支援に関する知識を習得させ
る講習を受講させること

事業所に雇用される労働者

※複数の措置を組み合わせて計画を作成することができます。
※社内理解の促進は、１～６の措置と組み合わせた場合にのみ助成対象となります。
※障害者総合支援法に基づく就労継続支援事業（Ａ型）の利用者として雇用されている方は対象とはなりません。



障害者雇用安定助成金（Ⅰ障害者職場定着支援コース） 支給額
支給額は、対象となる措置により異なります（下記は一例です）。
支給期間は１年間（措置４は２年間）で、支給対象期（６か月単位）ごとに支給します。

この他にも支給要件があります。詳しくは、東京労働局または最寄りのハローワークへお問い
合わせください。

措　置 支給額 各支給対象期における
支給額

措置 1
柔軟な時間管理・休暇取得

８万円
（6万円）

4万円×2期
（3万円×2期）

措置 2
短時間労働者の勤務時間延長

（20 時間未満→ 30 時間以上の場合）

重度身体障害、
重度知的障害、
精神障害の場合

54万円
（40万円）

27万円×2期
（20万円×2期）

上記以外の場合 40万円
（30万円）

20万円×2期
（10万円×2期）

措置 3
正規・無期転換

（有期雇用→正規雇用の場合）

重度身体障害、
重度知的障害、
精神障害の場合

120万円
（90万円）

60万円×2期
（45万円×2期）

上記以外の場合 90万円
（67.5 万円）

45万円×2期
（33.5※万円×2期）
※第2期は34万円

措置 4
職場支援員の配置

（雇用で職場支援員を配置する場合）

短時間労働者以外の者 4万円／月
（3万円／月）

24万円×4期
（18万円×4期）
※精神障害の場合は6期

短時間労働者 2万円／月
（1.5 万円／月）

12万円×4期
（9万円×4期）
※精神障害の場合は6期

措置 5
職場復帰支援

6万円／月
（4.5 万円／月）

36万円×2期
（27万円×2期）

措置 6
中高年障害者の雇用継続支援

70万円
（50万円）

35万円×2期
（25万円×2期）

措置 7
社内理解の促進　（講習に計 20 万円以上を要した場合）

12万円
（9万円）

注（　）内は中小企業以外の事業主に対する支給額になります。



企業に雇用される障害者に対して、訪問型職場適応援助者または企業在籍型職場適応援助者に
よる支援を実施する事業主に対して助成し、障害者の職場適応・定着の促進を図ることを目的と
しています。

対象労働者
次の①～⑦のいずれかに当てはまる方
①　身体障害者
②　知的障害者
③　精神障害者
④　発達障害者
⑤　難治性疾患のある方
⑥　高次脳機能障害のある方
⑦	　①～⑥以外の障害者であって、地域センター（※）が作成する職業リハビリテーション計
画で、訪問型職場適応援助者による支援が必要であると認められる方
　　（※）独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、地域障害者職業センター

障害者雇用安定助成金（Ⅱ障害者職場適応援助コース）

職場適応援助者による支援内容

訪問型職場適応援助者による支援 企業在籍型職場適応援助者による支援

支援計画に記載された対象労働者の職場適応を図る
ための以下の①～⑧の支援

支援計画に基づく対象労働者の職場適応を図るため
の以下の①～④の支援

①支援計画書の策定
②支援総合記録票の策定
③支援対象労働者に対する支援
④支援対象事業主に対する支援
⑤家族に対する支援
⑥精神障害者の状況確認
⑦地域センターが開催するケース会議への出席
⑧	その他の支援（地域センターが、職業リハビリテー
ション計画に基づき必要と認めた支援）

①支援対象労働者と家族に対する支援
②事業所内の職場適応体制の確立に向けた調整
③関係機関との調整
④	その他の支援（地域センターが必要と認めて支援
計画に含めた支援）



支給額
●訪問型職場適応援助者による支援
支援計画に基づいて支援を行った期間を対象として、申請事業所ごとに初めて実施する支援
の開始日から３か月ごとに支給します。
支給額は以下の①と②の合計です。
　①支援計画に基づいて支援を行った日数に、以下の日額単価を掛けて算出された額
　　・1日の支援時間（移動時間を含む）の合計が４時間以上の日	 16,000円
	 （ただし、精神障害者への支援を行った場合は、３時間以上の日）
　　・1日の支援時間（移動時間を含む）の合計が4時間未満の日	 8,000円
	 （ただし、精神障害者への支援を行った場合は、３時間未満の日）
	 ※下線部は、平成30年４月１日以降の支援から適用されます。

　②	訪問型職場適応援助者養成研修に関する受講料を事業主がすべて負担し、かつ、養成研修
の修了後6か月以内に、初めての支援を実施した場合に、その受講料の2分の1の額

●企業在籍型職場適応援助者による支援
支給額は以下の①と②の合計です。
　①	「支給額」に示す対象労働者1人あたりの月額に、支援計画に基づく支援が実施された

月数（上限6か月）を掛けた額
	 ※平成30年４月１日から精神障害者の支援に対する助成額が増額されています。

対象労働者
支給額（1 人あたり月額）

障害の種別 雇用形態

精神障害者
※平成30.4.1 以降の

支援から適用

短時間労働者
以外の者

中小企業

12万円

中小企業
以外

9万円

短時間労働者 6万円 5万円

精神障害者以外
短時間労働者
以外の者 8万円 6万円

短時間労働者 4万円 3万円

　
　②	企業在籍型職場適応援助者養成研修に関する受講料を事業主がすべて負担し、かつ、養成
研修の修了後6か月以内に、初めての支援を実施した場合に、その受講料の2分の1の額

この他にも支給要件があります。詳しくは、東京労働局または最寄りのハローワークへお問
い合わせください。



労働者の障害や疾病の特性に応じた治療と仕事を両立させるための制度を導入するとともに、
両立支援に関する専門人材を配置することにより、障害や疾病の治療と仕事を両立しやすい環境
整備を促進する事業主に対して助成します。なお、労働者の雇用維持を図ることを目的としており、
「環境整備助成」と「制度活用助成」に区分されます。

障害者雇用安定助成金（Ⅲ障害者や傷病治療と仕事の両立支援コース）

１ 環境整備助成 ２ 制度活用助成

概　要 事業主が労働者の障害や傷病の特性に応じた治
療と仕事を両立させるための柔軟な勤務制度や
休暇制度を導入し、かつ両立支援に関する専門
人材を配置した場合

事業主ががん等の反復・継続して治療が必要と
なる傷病を抱える労働者のために、両立支援コ
ーディネーターを活用して社内制度を運用し、
就業上の措置を行った場合

対　象
労働者

○障害のある方	身体障害者、知的障害者、精
神障害者、発達障害者、難治性疾患のある方、
高次脳機能障害のある方　かつ就労継続支援
A型事業の利用者でないこと

○傷病を抱える労働者
がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎などの
反復・継続して治療が必要となる傷病を抱え
る者で、治療と仕事の両立に一定の就業上の
措置が必要な者、治療の状況や就業の可否等
に関する主治医の意見書において、一定の就
業上の措置が必要な期間が 3か月以上で、
かつ事業主に対して支援を申し出た者

がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎などの反
復・継続して治療が必要となる傷病を抱える者
で、治療と仕事の両立に一定の就業上の措置が
必要な者、治療の状況や就業の可否等に関する
主治医の意見書において、一定の就業上の措置
が必要な期間が3か月以上で、かつ事業主に
対して支援を申し出た者

措置の
内　容

以下の (1) ～ (3) の措置をすべて実施した場合

（1）両立支援制度の導入（以下の①～③のい
ずれにも該当することが必要）

①労働者の治療等への配慮（時間単位の有給休
暇制度、傷病休暇、フレックス、時差出勤、
短時間勤務在宅勤務等の制度）
がなされること

②雇用形態を問わずに適用すること
③労働者に適用する合理的な条件の労働協約、
就業規則に明示されていること

以下のすべての措置を実施した場合

（1）両立支援制度活用計画の認定
対象労働者に実施する両立支援制度や両立
支援コーディネーターの活用方法が記載さ
れている両立支援制度活用計画を作成し労
働局長の認定を受ける。

（2）両立支援コーディネーターの活用 ･両立
支援制度の実施



措置の
内　容

（2）専門人材の配置
・企業在籍型職場適応援助者
・両立支援コーディネーター

（3）両立支援制度整備計画の認定
導入予定の両立支援制度及び配置予定の専
門人材について両立支援環境整備計画を作
成し労働局長の認定を受けていること

支給額 企業在籍型職場適応援助者を配置
30万円

両立支援コーディネーターを配置
20万円

両立支援コーディネーターを活用し両立支援制
度を運用し就業上の措置を行った場合

20万円



東京都中小企業障害者雇用支援助成金

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/shogai/josei/chushou_shien/index.html

障害者雇用安定助成金（Ⅳ中小企業障害者多数雇用施設設置等コース）
中小企業事業主が障害者を雇用するための計画を作成し、当該計画に基づいて、障害者を新規
に５人以上雇用して、その雇入れ後障害者を10人以上継続雇用するとともに、障害者の雇入れ
に必要な施設や設備などを設置・整備した場合に、それらにかかった費用の一部を助成します。

対象事業主
❶　	支給申請時点で雇用する常用労働者数が300人以下※であること
※「障害者雇用促進法」第43条第１項に規定する労働者をいいます。
除外率設定業種では、除外率により控除すべき労働者を控除した数とします。

※	業種や資本の金額・出資の総額は問いません。
❷　受給資格が認定された日の翌日（以下「受給資格認定日」という）から１年以内に、事業計
画に基づいて、以下の労働者を５人以上雇い入れること
①	重度身体障害者
②	知的障害者（療育手帳の交付を受けている障害者、または児童相談所等による判定を受けて
いる障害者に限る。ただし、重度知的障害者以外の知的障害者については短時間労働者を除
く）

③	精神障害者（精神保健福祉手帳の交付を受けている障害者に限る）
❸	　対象労働者を雇い入れる事業所の事業に使用する施設や設備の設置などを行うこと
※	設置・整備に要する費用が、１契約当たり20万円以上で、合計額が1,500万円以上とな
ることが必要です。

❹	　支給申請時点で、当該事業所に雇用される常用労働者に占める対象労働者である常用労働者
の数の割合が、10分の２以上であること

支給額
対象労働者の数と施設や設備等の設置・整備にかかった費用等に応じて、下表の額が支給され
ます。

・事業主の希望により、それぞれ下段（　）内の支給額を選択することもできます。
　（下段は、支給の合計額は少なくなりますが、第１期の支給額が多いことが特徴です）
・支給額は、受給資格認定時の対象労働者の雇入れ計画に基づく支給額を上限とします。

設置・整備に
要した費用

対象労働者数

5 ～ 9 人 10 ～14 人 15 人以上

第 1期 第 2、3 期 第 1期 第 2、3 期 第 1期 第 2、3 期

1,500万円以上
3,000万円未満

500万円
（720万円）

250万円
（90万円）

500万円
（720万円）

250万円
（90万円）

500万円
（720万円）

250万円
（90万円）

3,000万円以上
4,500万円未満

500万円
（720万円）

250万円
（90万円）

1,000万円
（1,440万円）

500万円
（180万円）

1,000万円
（1,440万円）

500万円
（180万円）

4,500万円以上 500万円
（720万円）

250万円
（90万円）

1,000万円
（1,440万円）

500万円
（180万円）

1,500万円
（2,160万円）

750万円
（270万円）



東京都中小企業障害者雇用支援助成金

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/shogai/josei/chushou_shien/index.html

●趣旨・目的  大企業と比べて障害者雇用が進んでいない都内の中小企業に対して、国の助
成である特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コースまたは発達障害
者・難治性疾患患者雇用開発コース）（P28）の支給対象となる障害者を支
給対象期間満了後も引き続き雇用する場合に、さらに都独自の賃金助成を行
い、併せて、相談員の巡回訪問により、障害者雇用の拡大と職場定着の一層
の促進を図ります。

●助成要件 ・	 	障害者を雇用し、国（ハローワークに支給申請書を提出）の特定求職者雇
用開発助成金（特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者
雇用開発コース）の受給が平成34年3月30日までに満了となった後も、
引き続き雇用を継続する事業主であること。

	 ・	中小企業であること（ただし、特例子会社を除く）。
	 ・	当該障害者が東京都内の事業所に勤務していること。
	 ・	 	障害者の雇用管理をより適正なものとするため、相談員の巡回訪問・相談

を受けること。
	 ・	当該障害者が就労継続支援A型事業所の利用者でないこと。
	 ・	 	過去 5年間に労働関係法令、障害者虐待防止法、その他重大な法令違反等

がないこと。
●助成内容  6か月ごとにまとめて支給いたします。支給対象期間は最長3年間です。
	 ・	重度障害者等・・一人当たり　月額5万円（3年総額180万円）
	 ・	上記以外・・・・一人当たり　月額3万円（3年総額108万円）

●手　　続  特定求職者雇用開発助成金の助成対象期間満了前、または満了後４か月以内
に「継続雇用計画書」を作成・押印のうえ、特定求職者雇用開発助成金の「第
1期支給決定通知書」の写しを添付して、担当までご提出ください。



東京都障害者安定雇用奨励金 東京都難病・がん患者就業支援奨励金

（※１） どちらの奨励金も東京都への申請の時にハローワーク
 への特開金の申請手続きが必要です。

ハローワークへ
特開金の申請を
行う（※１）

特 開 金 の 支
給 決 定 通 知
受領

東 京 都 へ 特開
金 支給 決 定 通
知 書（写）を 送
付

ハローワークへ
特開金の申請を
行う（※１）

特 開 金 の 支
給 決 定 通 知
受領（※2）

東 京 都 へ 特開
金 支給 決 定 通
知 書（写）を 送
付

東京都産業労働局　雇用就業部　就業推進課　障害者雇用促進担当
〒163-8001　東京都新宿区西新宿２-８-１　東京都庁第一本庁舎 2１階北側
TEL 03－5321－1111（代）　37－771 ～ 776（内）

URL http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/koyo/shogai/antei_koyou/ URL http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/koyo/shogai/nan_gan/

● 趣旨・目的
東京都は、障害を持つ方や難病を抱える方が希望とやりがいを持って、いきいきと活躍できる
社会の実現を目指しています。そこで、障害者等の正規雇用や無期雇用等の安定雇用と処遇改善
に取り組む事業主に対し奨励金を支給します。
● 支給の要件
　以下の（１）又は（２）に該当し、それぞれの要件をすべて満たすこと。（この他にも要件が
あります）

（１）雇入れの場合：障害者等を正規雇用や無期雇用で採用した場合
①一週間の所定労働時間が20時間以上の無期雇用労働者として雇入れていること。
②雇入れた労働者に支払われる賃金が、雇入れ後も継続して常に最低賃金を５％以上上回る額であること。
③雇入れた労働者に適用される次のいずれか二つ以上の制度を設けていること。
　◦昇給制度　◦賞与制度　◦通院有給休暇又は病気有給休暇制度　◦テレワーク制度
④雇入れ後６か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること。
⑤	特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース又は発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース）の
　支給決定を受けていること。

（２）転換の場合：障害者等を有期雇用から正規雇用や無期雇用に転換した場合
①有期雇用労働者を無期雇用（一週間の所定労働時間20時間以上）に転換していること。
②	転換後の賃金が、転換前の賃金より５％以上昇給していること及び転換後も常に継続して最低賃金を５％以上上回
る額であること。
③から⑤まで、上記「（１）雇入れの場合」と同様。
⑥転換の日の前日から、支給対象企業に雇用される期間が過去３年以内の有期契約労働者であって、転換日から
　６か月以上の期間継続して雇用されている労働者であること。

● 事業の内容
　○手続の流れ

　○支給金額
　（１）雇入れの場合　　障害者等一人当たり150万円（大企業は100万円）を支給。

さらに、精神障害者を正規雇用・無期雇用で雇入れた場合は上記金額に30万円を加算 (企業規模不問）。
　（２）転換の場合　　　障害者等一人当たり120万円（大企業は100万円）を支給。

さらに、精神障害者を正規雇用・無期雇用に転換した場合は上記金額に30万円を加算（企業規模不問）。

● 利用方法
本事業の利用をご希望の事業主の方は、雇入れ日又は転換日から６か月経過し、かつ雇入れ又
は転換後６か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して、２か月以内に下記担当まで郵送また
は持参でご申請ください（郵送の場合は「消印有効」とします）。
ただし、賃金支払の実績が８割未満となる月がある場合は、その月を除いて、雇入れ日又は転
換日から６か月経過し、かつ雇入れ又は転換後６か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して、
２か月以内に申請してください。
申請に必要な様式等は、下記ホームページからダウンロードできます。



東京都障害者安定雇用奨励金 東京都難病・がん患者就業支援奨励金

（※１） どちらの奨励金も東京都への申請の時にハローワーク
 への特開金の申請手続きが必要です。

ハローワークへ
特開金の申請を
行う（※１）

特 開 金 の 支
給 決 定 通 知
受領

東 京 都 へ 特開
金 支給 決 定 通
知 書（写）を 送
付

ハローワークへ
特開金の申請を
行う（※１）

特 開 金 の 支
給 決 定 通 知
受領（※2）

東 京 都 へ 特開
金 支給 決 定 通
知 書（写）を 送
付

東京都産業労働局　雇用就業部　就業推進課　障害者雇用促進担当
〒163-8001　東京都新宿区西新宿２-８-１　東京都庁第一本庁舎 2１階北側
TEL 03－5321－1111（代）　37－771 ～ 776（内）

URL http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/koyo/shogai/antei_koyou/ URL http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/koyo/shogai/nan_gan/

● 趣旨・目的
東京都は、難病やがん患者の方が、疾患があっても安心して活躍できる社会の実現を目指して
います。このため、新規雇入れ、雇入れからの職場定着、発症時や再発における休職からの職場
復帰、復職後の就業継続といった各場面において、治療と仕事の両立に向けて積極的に取り組む
事業主を対象に奨励金を支給し、難病やがん患者の方が職場で安心して活躍できる環境整備づく
りを支援しています。
● 支給要件（このほかにも要件があります）
　1.　採用奨励金【企業規模不問】

都内のハローワークから紹介を受けた難病・がん患者を週所定労働時間10時間以上の労働者 ( 就労
継続支援A型事業所利用者として雇用される者は除く。) として新たに雇入れ、治療と仕事の両立に向
けて支援計画を策定し、その計画に基づき、６か月以上雇用を継続したこと。

　2.　雇用継続助成金【中小企業事業主のみ】
週所定労働時間20時間以上で継続的に雇用されている労働者（就労継続支援A型事業所利用者とし

て雇用されている者は除く。）が、発症等により１か月以上休職した後、労働者の復職時に治療と仕事の
両立に向けて支援計画を策定し、その計画に基づき、６か月以上雇用を継続したこと。

　3.　制度導入加算【企業規模不問】
上記の雇入れ又は復職に併せて、新たに治療と仕事の両立に配慮した勤務・休暇制度などを導入する

こと。
● 事業の内容
　○手続の流れ

　○支給金額
　１．採用奨励金

・雇入れ時の週所定労働時間20時間以上勤務：60万円／人
・雇入れ時の週所定労働時間10時間以上20時間未満勤務	：40万円／人

　２．雇用継続助成金
・復職時の週所定労働時間20時間以上勤務：60万円／人
・復職時の週所定労働時間10時間以上20時間未満勤務	：40万円／人

　３．制度導入加算
・上記「採用奨励金」又は「雇用継続助成金」に加算して、１制度導入で10万円　最大30万円

● 利用方法
本事業の利用をご希望の事業主の方は、雇入れ日（又は復職日）の翌日から起算して１か月以内に「支

援計画書」等を提出してください。（上記図のとおり、その後、「支給申請書」「実績報告書」等を提出
していただきます。）
申請に必要な様式等は、下記ホームページからダウンロードできます。

①採用奨励金の場合

東
京
都

事
業
主

採用内定 雇入れの日 6か月経過した日

1か月以内 1か月以内1か月以内

都内ハローワーク
の紹介により

応募者の採用選考を
行う

就業上の配慮事項
等について
支援計画書を
策定する

必要な場合には、
職員による就業場所
訪問等を行う

支援計画書
等提出

支給申請書
等提出

実績報告書等提出

支給決定
通知書送付

額の確定通知書
送付・

助成金支払いへ

②雇用継続助成金の場合

東
京
都

事
業
主

復職決定 復職の日 6か月経過した日

1か月以内 1か月以内1か月以内

1か月以上休職中
の労働者に対して
復職の準備を
進める

就業上の配慮事項
等について
支援計画書を
策定する

必要な場合には、
職員による就業場所
訪問等を行う

治療と仕事の両立に配慮
した勤務・休暇制度などを
新たに検討し・導入する
（※制度導入加算分）

治療と仕事の両立に配慮
した勤務・休暇制度などを
新たに検討し・導入する
（※制度導入加算分）

支援計画書
等提出

支給申請書
等提出

実績報告書等提出

支給決定
通知書送付

額の確定通知書
送付・

助成金支払いへ



 コンビネーションジャンプ職場体験実習助成金
障害者を雇用する事業所に係る税制上の優遇措置



 コンビネーションジャンプ職場体験実習助成金
障害者を雇用する事業所に係る税制上の優遇措置

障害者を雇用する事業所にかかわる税制上の優遇措置は、租税特別措置法、所得税法、法人税
法および地方税法により講じられています。その概要は次のとおりです。

1.		青色申告者であること
2.		次に掲げる要件のいずれかを満たすこと
　①障害者雇用割合が50％以上
　②	障害者を20人以上雇用している場合は障害者雇用割合が
25％以上

　③	常時雇用する障害者等が20人以上でその障害者等のうち重
度障害者等の割合が55％以上（個人については平成30年
分の申告は50％以上、平成31年度分以降の申告は55％
以上）であり、かつ、法定雇用障害者数以上を達成

3.			その年の指定期間内または前年以前5年内（個人）、その
事業年度またはその事業年度開始の日前5年以内に開
始した各事業年度（法人）において取得、製作、建設し
た機械および装置、工場用の建物およびその附属設備
で、障害者が労働に従事する事業所にあることにつき
公共職業安定所の長による証明を受けたものであること

4.			上記３の資産の取得等に際して、一定の課税の繰延べ
の特例等の適用を受けていないこと

次の助成金を受けて固定資産の取得または改良をした事業
主
1.	障害者作業施設設置等助成金
2.	障害者福祉施設設置等助成金
3.	重度障害者等通勤対策助成金
4.	重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金	
5.	障害者職業能力開発助成金

1.	障害者を20人以上雇用※

2.	雇用割合が50％以上※

3.	 	重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金または中
小企業障害者多数雇用施設設置等コース助成金を受給
して平成31年 3月 31日までの間に取得した事業用
施設	（事業の用に供するものに限る。）

4.	 	取得者が取得の日から引き続き3年以上当該施設を当
該事業所の事業の用に供したとき

1.		障害者を20人以上雇用※

2.		雇用割合が50％以上※

3.			重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金または中
小企業障害者多数雇用施設設置等コース助成金を受給
して平成31年 3月 31日までの間に取得した事業用
家屋（事業の用に供するものに限る。）

障害者を雇用

1.	障害者を10人以上雇用※

2.		雇用割合が50％以上※

3.			重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金または中
小企業障害者多数雇用施設設置等コース助成金の受給



東京都障害者雇用優良取組企業の顕彰制度 各種制度等

東京ジョブコーチ職場定着支援事業

ご相談・申込み　東京ジョブコーチ支援室
TEL　03－5386－7057　FAX　03－5386－2227

平成30年 6月現在

チャレンジ）

TOKYOはたらくネット  http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/shogai/shien/award/

お名前や企業名
を伏せて、ご相
談いただくこと
も可能です。

東京ジョブコーチ・
支援室が就業先等を
訪問し支援に必要な
詳細を確認します。

（支援終了
6か月後）

新たな課
題が生じ
た場合は
ご相談く
ださい。

支援計画作成➡支援実施

定着確認 （再支援）

●趣旨・目的  優良な取組を行う企業に「障害者雇用エクセレントカンパニー賞」を授与す
ることで、障害者が職場でいきいきと活躍することができる環境を整備して
いきます。さらに、受賞企業の取組を広く紹介し、障害者雇用に関する周知
啓発を行います。

●応募要件	 次に揚げる要件をすべて満たしていること。
	 （1）	 当該年度及び過去1年間において、障害者法定雇用率を達成していること。
	 	 	ただし、就労継続支援A型事業所利用者は、本事業の障害者雇用率の算定に含め

ない。
	 （2）	 労働関係法令の違反がないこと。
	 （3）	 	その他の法令上又は社会通念上、表彰するにふさわしくないと判断される状況に

ないこと。
	 （4）	 都内に本社又は事業所があること。
	 （5）	 	以下に掲げるいずれか又は複数の障害者雇用に係る特色ある優れた取組をおこ

なっていること。
	 	 ア　重度障害者や職業的困難度の高い障害者を積極的に雇用している。
	 	 イ　障害者の特性を理解し、個々の特性に適した業務を提供している。
	 	 ウ　障害に応じた職場環境の整備を行っている。
	 	 　　（バリアフリー化、休憩室の設置、治具の整備等）。
	 	 エ　障害者の能力開発やキャリアアップ、処遇改善に積極的に努めている。
	 	 オ　障害者と健常者が共に働く仲間として、ノーマライゼーションの
	 	 　　理念が浸透している。
●メリット	 その 1）	 東京都知事の表彰状を贈呈します。
	 その2）	 事例集・「TOKYOはたらくネット」に取組内容を紹介します。
	 その3）	 東京都事業への参加の機会が増加します。
●申請方法	 応募は、募集期間内に、下記の書類を用意して事務局へ郵送してください。
	 　・	 申請書（様式1）
	 　・	 	次の項目について規定されている書類（例：就業規則、給与規定等）
	 	 	就業時間、休憩時間、休日、休暇制度、給与（基本給、賞与等）、定期昇給等
	 　・	 申請書（様式1）に記入した内容の詳細がわかる資料
	 　・	 要件該当申告書（様式1別紙）
	 　・		 推薦書（様式2）（区市町村の障害者就労支援機関等から推薦がある場合）



東京都障害者雇用優良取組企業の顕彰制度 各種制度等

東京ジョブコーチ職場定着支援事業

ご相談・申込み　東京ジョブコーチ支援室
TEL　03－5386－7057　FAX　03－5386－2227

平成30年 6月現在

チャレンジ）

TOKYOはたらくネット  http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/shogai/shien/award/

お名前や企業名
を伏せて、ご相
談いただくこと
も可能です。

東京ジョブコーチ・
支援室が就業先等を
訪問し支援に必要な
詳細を確認します。

（支援終了
6か月後）

新たな課
題が生じ
た場合は
ご相談く
ださい。

支援計画作成➡支援実施

定着確認 （再支援）

 　障害者を雇用する企業がスムーズに受け入れられるように、また、障害者が円滑に働き続ける
ことができるように、都独自の「東京ジョブコーチ※」が訪問し、障害者の作業適応支援や、職
場内の環境調整など、職場定着に向けた支援をします。
　※「東京ジョブコーチ」は（公財）東京しごと財団が認定した職場適応支援者です。

■支援対象者
　都内在住又は在勤の障害者で、原則として就業中又は就職が決定している方

■支援内容
　①	支援対象者が作業等に適応・定着するために必要とされる体制づくり等の支援
　②支援対象者を雇用する企業の従業員への理解促進・環境調整
　③支援対象者の業務内容の検討・組立
　④コミュニケーション支援
　⑤作業習得支援
　⑥通勤支援
　⑦支援対象者及び企業等への相談支援

■支援回数・支援期間、頻度
　①支援回数	 おおむね20回（20日）以内
　②支援期間、及び頻度　	個別に必要な期間を設定します。
　　	 （例：20日連続、週に1回ずつ等）

■利用料
　無料

■利用のながれ
　まずは、東京ジョブコーチ支援室へお電話ください。



精神障害者雇用サポート事業企業見学支援事業

東京しごと財団障害者職場体験実習

東京しごと財団では、障害者が職場で働くイメージを構築できるように、障害者雇用に先進的
に取り組む企業等の企業見学を行っています。

■支援対象
①障害者雇用未経験等の中小企業等の人事担当者
②一般就労を目指す障害者及びその就労支援機関支援者

東京しごと財団では「障害者雇用を検討している企業」と「就労を目指す障害者」を結びつける、
職場体験実習事業を実施しています。

障害者雇用支援アドバイザーによる個別支援
障害者雇用支援アドバイザーが、実習のための業務の切出しや実習運営の留意点について丁寧に助
言いたします。また「職場体験実習受入企業」に登録していただければ、地域の就労支援機関を通じ
て実習希望者を募ることができます。障害者雇用支援アドバイザーが地域の就労支援機関と企業の仲
立ちもしますので安心して實習を行うことができます。

■支援対象
実習生の受入れを検討中の都内企業

■利用料
無料

職場体験実習面談会（年 8 回）・職場体験実習ミニ面談会（年 4 回）
職場体験実習面談会は、企業で実習を行いたい障害者と、障害者を受け入れたい企業との双方の出
会いの場として開催しており、企業と障害者・就労支援機関の支援者の双方で実習に向けた面談を行い、
マッチングを図っています。

■支援対象
①実習受入れを希望する都内企業等
②東京都内の就労支援機関から推薦された知的障害者、精神障害者、発達障害者等

■利用料
無料

職場体験実習保険
職場体験実習中の障害者の安全等を確保するため、また、企業が実習を安心して受け入れられるよう、
職場体験実習生（就労支援機関）の申請により、普通傷害保険・賠償責任保険に加入することで、職場
体験実習の負担軽減を図っています。



精神障害者雇用サポート事業



障害者の態様に応じた多様な委託訓練職場内障害者サポーター事業

（4時間）

養成講座
4時間×3日間

又は
6時間×2日間

 　企業における自立的な障害者支援を推進するため、企業の人事担当者や障害者と一緒に働く
職場の社員を対象に、障害者支援のノウハウが学べる養成講座を実施します。さらに、講座修了
者が「職場内障害者サポーター」として、職場の障害者の支援活動を６か月間行った場合、企業
に対し奨励金を支給します。

■養成講座受講要件
　・勤務地が東京都内の方
　・障害のある社員と原則として同一の事業所に勤務（予定）している方
　・障害のある社員に対する支援活動を十分に行うことができる方

■職場内障害者サポーター養成講座
　・実施回数：	年間12回程度　
　・講座内容：	障害者雇用の現状、障害の特性、就労現場見学、障害特性に合わせた指導・管理、
	 社内理解の促進、業務の切り出し、サポーター活動について

■支援活動
　・		養成講座修了後、支援計画を策定して「職場内障害者サポーター」として登録し、職場の

障害者を6か月間支援していただきます。
　・		６か月の間に、専門知識を有した支援員が月１回程度職場を定期訪問し、「職場内障害者サ

ポーター」をバックアップします。また、支援スキルのブラッシュアップのためのフォロー
アップ研修を受講していただきます。

■奨励金
　・支給要件：		「職場内障害者サポーター」が、対象となる障害のある社員を６か月間支援し、　

その社員が職場定着している場合、企業に対し奨励金を支給します。
　・支 給 額：	中小企業	24万円　大企業・特例子会社	12万円
　　※１事業所につき１年度あたり１回限り。他にも支給要件があります。



障害者の態様に応じた多様な委託訓練職場内障害者サポーター事業

（4時間）

養成講座
4時間×3日間

又は
6時間×2日間



東京ジョブコーチ精神障害者社会適応訓練事業

第3セクター方式による重度障害者雇用モデル企業の育成

　精神障害者に対する理解を持つ協力事業所に一定期間通いながら、集中力、対人能力、仕事に
対する持続力及び環境適応能力等を向上させ、社会復帰及び社会経済活動への参加を促進するこ
とを目的に行う訓練です。
・訓練期間は６か月を単位として、必要に応じて最長３年まで更新できます。
・訓練期間中は協力事業所に対し委託料１日１人あたり3,564円が支給されます。
　（うち1,100円は訓練者に対する訓練手当として支給します。）
訓練の実施にあたり、ご協力いただける事業所を募集しています。
詳細は福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課まで（P81)　
協力事業所の申し込み及び利用希望者は最寄りの保健所まで

　東京都では、民間活力を導入して経営を維持しながら、重度障害者がその能力を十分に発揮で
きるような様々な配慮を行った「第三セクター方式による重度障害者雇用モデル企業」の育成事
業を進め、障害者の雇用の場の拡大を図るとともに、特例子会社制度の普及啓発に努めています。



東京ジョブコーチ精神障害者社会適応訓練事業

第3セクター方式による重度障害者雇用モデル企業の育成

事業所名 Zebra	Japan 株式会社

規模（従業員数） 450名

事業の種類 北欧デザインの雑貨販売（「フライング	タイガー	コペンハーゲン」の展開）

障害の種別 精神障害

利用の経緯

　当社は、デンマーク発の雑貨販売店「フライング　タイガー　コペンハー
ゲン」の日本展開に向けて、平成23年 7月にZebra	A/S と株式会社サザ
ビーリーグが共同出資して設立した会社です。平成26年 7月に本社サポー
トセンターで初めて障害のある方を採用したのですが、その後、国内店舗数
の急激な増加に伴い、翌年には8名の方を雇用する必要が生じました。そこ
で、本社ではなく、路面店（ストア）での雇用に踏み切りました。
　ストアでの雇用は当初難航しました。障害のある方が仕事を覚えるまでの
サポートや賃金、コストは全て本社サポートセンターが一括管理する体制を
整えるとともに、障害のある方も貴重な戦力となりうるというメリットを各
店舗に啓発しましたが、どの店舗も経験がなく、不安も感じていたことから、
十分な理解を得ることができませんでした。しかし、「採用から定着までを本
社人事が責任を負う。」と説得を続け、さらに入社時の条件として「就労支援
機関のサポートをしっかり受けること」として、ストアでの雇用を実現する
ことができました。
　東京ジョブコーチについては利用するまで全く知りませんでしたが、スト
アで最初に雇用したAさんが登録している就労支援機関の勧めで利用するこ
とにしました。

利用した
企業の声

　Aさんは勤務初日から東京ジョブコーチに支援してもらいました。ともに
働く社員にも「分かりやすい指示の出し方」や「障害特性を理解した上での
作業・スケジュールの組立て方」を丁寧にアドバイスしてくれたので、社員
たちも「こうすればいいんだ！」とすっきりと理解することができたようです。
	次に雇用したBさんについても支援してもらいましたが、東京ジョブコー
チがBさんと事前に面談を行い、仕事のプロセスを丁寧に説明してくれたお
かげで、スムーズに職場に入ってもらうことができました。また、その面談
で社員たちも気が付かなかったBさんの「ヤル気スイッチ」を見つけ、それ
を押してくれたことで、Bさんの意欲が引き出され、目覚ましい成長につな
げてくれました。
　以前から「ありがとう」と自然に言い合える暖かい雰囲気の会社でしたが、
障害のある方が職場に加わったことで、「もっと働きやすい環境にしたい」と
いう想いが周囲の社員に芽生え、普段の挨拶やフォロー等の声掛けコミュニ
ケーションへの意識が一層高まったようです。こうした意識も、東京ジョブ
コーチの支援のおかげで、一歩前進させることができました。



委託訓練事業職場内障害者サポーター事業

事業所名 株式会社フロンティアワークス

規模（従業員数） 170名

事業の概要 映像・ＣＤ・書籍・グッズ等の企画制作
職場内障害者
サポーター 今関さん（職場上司）

被支援者 20代男性	（アスペルガー症候群／発達障害）

利用の経緯と
取り組みの成果

サポーターの今関さんは、映像・ＣＤ・舞台・出版などのコンテンツ企画・制作や、
電子書籍等メディア事業も展開する会社に勤務し、事務管理部の次長として社内の管理
業務全般を担当しています。学生時代に福祉関連の学部に在籍していたこともあって、
障害に関する基礎知識は多少ありましたが、もっと専門的な知識を身につけたいと考え
ていた時に、丁度サポーター事業と出会いました。そして、入社して間もないＡさんを
支援対象者として想定しながら養成講座を受講し、サポーター登録を行いました。　
ある日、Ａさんが体調を大きく崩したことがきっかけで、慢性的に疲労が溜まってい
ることが分かりました。これは、得意業務として積極的に引き受けていた、集中力を要
する校正業務が続くことで過集中となったためのようでした。今関さんは、過集中を防
ぎ、疲れを溜めずに体調の安定化を図る方法を改めて考え、以下の取り組みを即実行す
ることにしました。

利用した
企業の声

　今まで、自分なりにAさんの指導・支援を行ってきましたが、「本当にこれでいいの
か」と迷うこともありました。そのような時に、定期訪問で支援員の方に支援内容を相
談し、肯定してもらったことは、安心と自信に繋がりました。また支援員の方の月1
回ペースの訪問は、現状の課題に対して自分自身がどのように取り組んだかを振り返り、
成果や進捗を確認・整理する上でとても良い機会となりました。フォローアップ研修で
は、課題解決に向け様々なアプローチがあることを学び、また他社の事例発表を聞きな
がら、自社でも取り入れてみたいと思うことが多く、大変勉強になりました。これから
も障害者雇用の推進担当として、個々の持っている能力を活かして活躍して頂ける機会
を増やしたいと考えています。	

　今関さんは、これらの5つの取り組みを日々実践していきましたが、この5つの取
り組みがＡさんの過集中を防ぎ、体調の安定を図る上でもっとも適切な内容なのか、も
っと良い方法はないのか不安に思うこともありました。そこで、サポーター支援員の定
期訪問の際に、５つの取り組みの有用性について相談したところ、サポーター支援員か
ら、理にかなったものですと肯定され、安心して取り組みを継続することができました。
その後、Ａさんの体調に変化が現れ、それまで日報の体調欄に△がつく日が多かったの
が、徐々に〇がつく日が見られるようになってきました。また、日報や業務予定を見返
すことでＡさん自身も体調の変化に気づくようになり、業務量も調整しやすくなりまし
た。

＜実施した５つの取り組み＞
①勤務時間を8時間から7時間に変更
②校正業務は1日あたり最長3.5 時間までに制限
③「15時になったら10分間の休息をとること」をルール化、併せて周囲の社員
も必要に応じた声かけを行うように依頼することで、休息ルールを徹底

④日報を導入し、体調・気分を○△×で記入することで、体調面等を適時把握
⑤Web上のスケジュール表の活用により、今後の予定を分かりやすく管理



委託訓練事業職場内障害者サポーター事業

訓練内容について
コースの種類 実践能力習得訓練コース（IT 機器関連の軽作業）

訓練期間（時間） 1か月（12日間、72時間）

訓練内容

①モバイル端末、PCの開梱、梱包作業
②リユースのための端末初期化、部品の清掃、ラベル貼り
③手順書、説明書の封入作業
④発送伝票貼りと送付先リストとのチェック
⑤事業所内の清掃、洗車、植木の水やり、郵便物の受取
⑥就労支援（ビジネスマナーの指導、面談時の心得対策など）

訓練実施企業について
事業所名 株式会社　ピーエスシースマイル

規模（従業員数） 17名

業種 IT 関連

訓練実施の経緯

東京しごと財団から送られてきた委託訓練の案内を見たことがきっかけで委託訓練募
集説明会に参加しました。
自社でテーマ、日数、時間などのカリキュラムを組むことができる点が魅力でした。
東京しごと財団の方からいろいろとアドバイスを頂きながらコースを決定しました。
IT関連企業といってもPCやネットワークの技術ばかりではなく機器の清掃、ダンボー
ル箱の処理、発送業務など軽作業があり、初日から訓練生がすぐにでき、訓練をして頂
くにはとてもよい環境と思いエントリーをしました。

受入後の感想
（訓練後の変化等）

未就労の期間が長く、少し不安と緊張の混じった表情からのスタートでしたが、どの
受講生の方も就労に対する意欲が強く、まじめに受講されていました。
PCの知識がなくても出来る作業も多く12日間の訓練で自分の得意なこと、強みな
どを再発見され、修了時は自信に満ちた明るい表情になっていることがとても嬉しく思
いました。

受講生について
障害種別 精神（統合失調症）

受講の理由

前職でよく叱られたことがきっかけでうつ病を発症し治療した結果、統合失調症と診
断されました。
治療、休養で約2年間のブランクがありましたが親も定年間近になり再び就労するこ
とを考え始めたときにハローワークの担当者の方に訓練を紹介して頂きました。

受講後の感想

PCのスキルは全くなかったのですが機械いじりは幼少のころから好きでしたので
PCが山積みされている現場の環境は居心地が良かったです。
12日間の訓練の間、指導員や社員の人もとてもやさしく丁寧に指導をして頂き、復
帰できそうな自信がつきました。
訓練途中2回の土曜、日曜が入り休日明け月曜日の体調、訓練状況の様子も見ていた
だきましたが、全く問題がないと評価して頂きました。

受講後について
（就職等の有無等）

訓練修了後、すぐにハローワークの担当者の方へご挨拶と報告にお伺いしたところ、
企業を紹介して頂き、採用となりました。



P71

職業紹介・情報提供機関1. 職業紹介・情報提供機関
○ハローワーク	 →P53 	 連絡先→P71

○（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構	 →P54 	 連絡先→P73

○（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構	 →P54 	 連絡先→P73
　中央障害者雇用情報センター

○（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構	東京支部	 →P55 	 連絡先→P73

○労働相談情報センター	 →P24 	 連絡先→P77

2. 就労支援機関

○東京障害者職業センター	 →P57・58 	連絡先→P73

○障害者就業・生活支援センター	 →P59～62	連絡先→P74

○区市町村障害者就労支援センター等	 →P62 	 連絡先→P74～ 76

4. 各種機関等

○（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構	 →P56 	 連絡先→P73
　国立職業リハビリテーションセンター

○東京障害者職業能力開発校	 →P65 	 連絡先→P73

○都立職業能力開発センター	 →P66 	 連絡先→P73

○（公財）東京しごと財団　障害者就業支援課	 →P67 	 連絡先→P73

○東京都心身障害者福祉センター	 →P68 	 連絡先→P78

○東京都立（総合）精神保健福祉センター	 →P69 	 連絡先→P78

○東京都発達障害者支援センター	 →P69 	 連絡先→P78
　＜TOSCA（トスカ）＞

○東京都難病相談・支援センター	 →P70 	 連絡先→P78

3. 都立特別支援学校	 →P63・64 	連絡先→P78・79
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【開催予定】
第１回　平成30年07月05日～06日
第２回　平成30年09月13日～14日
第３回　平成30年10月02日～03日
第４回　平成30年11月13日～14日
第５回　平成30年12月19日～20日
【開催場所】
国立オリンピック記念青少年総合センター
【最 寄 駅】
・小田急線参宮橋駅下車 徒歩7分
・地下鉄千代田線代々木公園駅下車 徒歩10分

開 催 日： 平成31年2月2日（土）
会     場： 東京障害者職業能力開発校
 （東京都小平市）
競技種目：①ワープロ　　　　　②DTP
（予定） ③ホームページ　　　④表計算
 ⑤オフィスアシスタント
 ⑥ビルクリーニング　⑦喫茶サービス
 ⑧パソコン操作（視覚障害者）
 ⑨パソコンデータ入力（知的障害者）
 ⑩データベース
 ⑪製品パッキング
 （デモンストレーション）
 ＊①～⑦⑩⑪の競技種目は、身体・
　　 　知的・精神障害者が対象です。

第17回東京障害者技能競技大会
（東京アビリンピック）開催のご案内

障害者職業生活相談員資格認定講習

詳細は、東京支部高齢・障害者業務課または
東京都産業労働局雇用就業部能力開発課技能
評価担当まで（P81）

障害者雇用支援ネットワークコーディネーターに
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第５回　平成30年12月19日～20日
【開催場所】
国立オリンピック記念青少年総合センター
【最 寄 駅】
・小田急線参宮橋駅下車 徒歩7分
・地下鉄千代田線代々木公園駅下車 徒歩10分

開 催 日： 平成31年2月2日（土）
会     場： 東京障害者職業能力開発校
 （東京都小平市）
競技種目：①ワープロ　　　　　②DTP
（予定） ③ホームページ　　　④表計算
 ⑤オフィスアシスタント
 ⑥ビルクリーニング　⑦喫茶サービス
 ⑧パソコン操作（視覚障害者）
 ⑨パソコンデータ入力（知的障害者）
 ⑩データベース
 ⑪製品パッキング
 （デモンストレーション）
 ＊①～⑦⑩⑪の競技種目は、身体・
　　 　知的・精神障害者が対象です。

第17回東京障害者技能競技大会
（東京アビリンピック）開催のご案内

障害者職業生活相談員資格認定講習

詳細は、東京支部高齢・障害者業務課または
東京都産業労働局雇用就業部能力開発課技能
評価担当まで（P81）

障害者雇用支援ネットワークコーディネーターに



就労支援機関

●機械CADコース
●電子技術・ＣＡＤコース
●FAシステムコース
●組立・検査・物品管理コース

見学説明会を毎月開催しています。
（毎月一回火曜日 14時開始）

※新規学校卒業予定者（身体障害、難病、高次脳機能障害、発達障害または知的障
　害のある方）は翌年度4月入所の機会があります。

受 講 料 ：無料
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　ハローワークと密接に連携し、障害者の就職の相談・支援、事業主に対する障害者雇用の相談・
支援、関係機関に対する職業リハビリテーションの技術的助言・援助を行う専門機関です。

　《障害者に対するサービス》 
■ 職業指導・職業評価
○就職活動を円滑に実施できるように、適切な職業選択が行えるように、また職場で安心し
て働き続けられるように、相談や助言を行います。
○就職の希望などを把握した上で、職業能力等を評価し、それらを基に就職して職場に適応
するために必要な支援内容、方法等を含む、個人の状況に応じた支援計画を策定します。	

■ 職業準備支援
障害者に対して、就職または職場適応に必要となる次の支援を行います。
○障害特性の詳細な把握や職業上の課題の分析とその改善を図るためのセンター内での作業
支援（常設の模擬的就労場面を利用しての作業支援）
○職業に関する知識の習得を図るための支援（職業準備講習カリキュラム）
○精神障害者を対象とした社会生活技能等の向上を図るための支援（精神障害者自立支援カ
リキュラム）
○発達障害者を対象とした職務遂行技能等の向上を図るための支援（発達障害者就労支援カ
リキュラム）

　《障害者・事業主双方に対するサービス》 
■ 職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援事業
　知的障害者、精神障害者、発達障害者、高次脳機能障害者等が円滑に職場に適応すること
ができるよう、職場にジョブコーチを派遣し、障害者及び事業主に対して、障害特性を踏ま
えた直接的・専門的な支援を行います。

■ 精神障害者職場復帰支援（リワーク支援）
　うつ病等により休職している方を対象に、職場復帰に向けた事業所・主治医とのコーディ
ネートや、復職に向けたウォーミングアップ等の各種支援を行います。



　《事業主に対するサービス》 
■ 障害者の雇入れ、雇用管理等に関する援助
障害者の雇入れ、配置、職務設計・指導方法等、障害者の雇用管理に係る助言や援助を行い
ます。	

■ 障害者雇用支援人材ネットワーク事業
医療、建築・工学、社会福祉、能力開発、労務管理等、それぞれの領域の専門家と協力して、	
事業主の相談に対する具体的な支援を行います。

■ 事業主支援ワークショップ（雇用管理サポート講習会）
企業の人事、労務担当者に対して、障害特性や雇用管理方法等をテーマにし、講議や意見交
換を通じて実務に役立つ講習会を実施します。

《関係機関に対するサービス》
支援計画の策定や支援の実施方法、他機関との連携方法等の職業リハビリテーションに関す
る技術的な助言・援助を行います。



　地域において、障害者の就労を支援する機関が増えてきています。
　これらは、福祉施設通所者や在宅の障害者などを対象に、より身近な地域においてきめ細やか
な支援を行っていこうとするものです。障害者の方々の雇用を地域の中で考えていくという視点
も重要です。事業主の方々においても、ぜひご協力のほどお願いいたします。

○	 	一般企業で「働くこと」「働き続けること」を希望している障害のある方に対して、職業の安
定と自立を図るため、就労や生活に関する相談や支援を継続的に行います。

○	 	これから障害者雇用を始めようとする企業、すでに障害者雇用を行っている企業からの相談
に応じます。

○	 施設職員・障害者雇用支援者の方々への研修や、情報収集および提供を行います。

　障害のある人、ご家族、支援者の方へ
　　・就労生活相談　・雇用支援プランの作成　・職場開拓
　　・就職活動支援
　　・職業準備訓練、職場実習先の情報提供　・職場定着支援

　事業主の方へ
　　・雇用、職場実習に関する相談　・職場定着に関する相談　
　　・情報提供

　「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づいて設置されており、職業生活における自立を
図るために就業およびこれに伴う日常生活支援を行うセンターです。



TEL　03－3705－5803   FAX　03－6809－8387　E-maiI　i-cari@nifty.com

　利用していただく方への相談・支援を行うこと、事業主に対しての助言を行うこと、および関
係機関と連携することを柱として、障害者の就労を包括的に支援します。
　　障害者の方へ

　・支援対象障害者からの相談に対する指導・助言
　・ハローワーク、障害者職業センター、医療機関などの関係機関との連絡調整
　・障害者職業センターや協力事業所における職業準備訓練および職場実習のあっせんと、　　　　
　　訓練期間中の支援
　・就職後の職場定着支援・職業生活への助言

　　事業主の方へ
　・障害者雇用、雇用管理、職場実習等に関する相談
　・特に障害者雇用に不安や戸惑いを感じている事業主へ
　　の相談・助言及び職務切り出し等の技術的支援
　・障害者の就労・職場定着支援

　　施設および医療機関職員・就労支援担当者の方へ
　・就労支援のノウハウや事業所支援の方法などスムーズな支援体制作りの研修や支援

【働くことを希望している障害者と事業所の皆様への支援をします】
　地域の中で安心して働き、自立した生活を送るために必要なことを共に考えていきます。
　相談に時間をかけ、信頼関係を作りながらサポートすることを心がけています。
　障害者の方へ

1）就職前相談	……… 	ご相談をお聞きしながら、就職までのプランを提案いたします。
2）就職準備	………… 	職業訓練の紹介。企業やハローワーク・市役所等での職場実習を実

施します。「アセスメント」を通して適職等のご相談に乗ります。
3）求職活動	………… 	履歴書・職務経歴等作成のアドバイス、就職面接（練習や同行）、ハロー

ワークとの連携を行います。
4）職場定着	………… 	ジョブコーチ支援、各種実習・
………………………… 制度の利用、スタート時の就業
………………………… 条件を事業主とご相談させてい
………………………… ただきます。電話相談や面接相談、

会社訪問の支援をします。
　
　
　事業主の方へ　

1）相　談	…………… 障害者雇用に関わるご相談全般を随時受け付けています。
2）情報提供	………… 	障害をお持ちの方の雇用管理・サポート・各種助成金制度の活用等

必要な情報を提供いたします。
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　「私たちがサービスを提供するのは、障害のある方と企業の双方です。」
　障害者就業・生活支援センターWEL’S	TOKYOの特徴は、障害のある方と企業双方の支援を
することにあります。企業の所在地、求職者、在職者の在住区市を限定せず、ご相談等をお受け
いたします。
　障害のある方・ご家族・支援機関の方へ
・就労相談
・ハローワーク、職業センター等関係機関との連絡調整
・職場実習情報提供
・職業準備訓練のあっせんと職場実習支援
・各種研修

　企業の方へ
・雇用に係る相談　
・	雇用管理サポート（情報提供、職務分析、職場実習支援、研修等ニーズに応じて組み立てます。）

　就労を希望される障害のある方（すでに就労している方を含む）と採用する事業所とのかけ橋
となる支援を行います。
　障害のある方（手帳の有無は問いません）へ
・	新規の方はまずお電話にてご相談
・	必要な方には就労移行支援事業所などの職業準備訓練機関を紹介
・	一般事業所での職場実習などの機会提供
・	ハローワークの求人情報を活用した就職活動の支援
・	就職前後の定着支援　
・	就職された方の当事者活動支援　
・	登録者向けの各種研修の実施

　事業主の方へ
・	障害者雇用や実習機会の提供に関するご相談　
・	障害者雇用前後の定着に関するご相談　
・	各種障害者雇用制度の情報提供

　紹介機関、訓練施設の方へ
・	登録された方の情報提供（既往歴、個別評価など）をお願いしています。



都立特別支援学校

あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、企業内ヘルスキーパー、入力事務、包装・梱包等の物流作業等

P78

区市町村障害者就労支援事業実施地区（平成30年 6月現在）51区市町　［P74～ 76参照］
地域開拓促進コーディネーター配置地区（平成30年6月現在）44区市

相談等は、お住まいの区市町村障害者就労支援センター等まで（P74～ 76)
事業に関するお問い合わせは、福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課まで（P81）
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各種機関等

 ※上記の科目は平成 30 年度の科目です。

職能開発科

江東特別支援学校  平成30年4月設置

都立江東特別支援学校

詳細は、教育庁都立学校教育部特別支援教育課まで（P81）

ビジネスアプリ開発科
（1年）

ビジネス総合事務科
（1年）

ものづくり技術科
（1年）

調理・清掃サービス科
（6ヶ月）

グラフィックDTP科
（1年）

建築CAD科
（1年）

製パン科
（1年）

職域開発科
（6ヶ月）

実務作業科

（1年）
（知的障害者対象）

就業支援科
（3ヶ月）

オフィスワーク科
（6ヶ月）
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TEL　03-3834-4102

詳細は各センターまたは福祉保健局精神保健医療課まで（P81）

詳細は当センターまたは福祉保健局精神保健医療課まで（P81）

高次脳機能障害者のための就労準備支援プログラム・社会生活評価プログラム

03－3235－2955　※電話での相談が難しい場合は FAX　03－3235－2957まで

〒162-0823　新宿区神楽河岸1－1　東京都飯田橋庁舎（セントラルプラザ）12階～15階
TEL　03－3235－2946　FAX　03－3235－2968
URL　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/

〒190-0012　立川市曙町3－7－10　都営曙町三丁目アパート1階・2階
TEL　042－521－1100　FAX　042－522－2260

　東京都心身障害者福祉センターは、身体障害者更生相談所及び知的障害者更生相談所とし
て、補装具の処方・適合判定及び愛の手帳交付に係る判定をはじめとする医学的、心理学的
及び職業的判定を行うとともに、区市町村等への専門的な知識及び技術を必要とする相談及
び指導などを行っています。また、高次脳機能障害者の支援拠点機関として、高次脳機能障
害のある方への相談・支援等を行っています。これらの業務に加えて、身体障害者手帳およ
び愛の手帳の交付や、東京都重度心身障害者手当の認定及び支給等も行っています。

　就労支援については、疑問点や困難ケースについての地域支援機関からの相談に応じるほ
か、身体障害、知的障害、高次脳機能障害の方の職業評価を行います。障害による制限、就
労への準備はできているかどうか、どのような仕事がよいのか、課題は何かなどについて、
就労支援室への通所による評価を地域の就労支援機関の依頼により行っています。

■ 高次脳機能障害支援普及事業
　平成 18 年 11 月より障害者総合支援法に基づく高次脳機能障害支援普及事業の支援拠点
として、高次脳機能障害者の支援を積極的に進めています。支援の柱は相談支援、支援ネッ
トワークの構築、都民等への広報、普及 ･ 啓発、人材養成です。
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TEL　03－3235－2946　FAX　03－3235－2968
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〒190-0012　立川市曙町3－7－10　都営曙町三丁目アパート1階・2階
TEL　042－521－1100　FAX　042－522－2260

　東京都内には都立の総合精神保健福祉センター（中部、多摩）及び精神保健福祉センター（下
谷）の 3 つのセンターがあり、地域精神保健福祉活動への支援、精神障害者の社会復帰に向
けての支援、都民のこころの健康づくりなどを行っています。
　就労関連では就労を希望する精神障害者の相談・援助（下記の通所訓練等）、雇用主・事
業所への技術援助や関係機関の研修、社会適応訓練事業での協力事務所・保健所・利用者へ
の援助等を行っています。

 〈 就労を目的とした通所訓練事業 〉
　中部総合精神保健福祉センターでは就職のための「ワークトレーニングコース」と復職を
目的とした「うつ病リターンワークコース」を行っています。（週 5 日）
　多摩総合精神保健福祉センターでは、主に 40 歳以下の方を対象に、発達障害を持つ方を
含む個別のニーズに応じた段階的なトレーニングを行っています。（週 4 日）
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　東京都内に住む難病患者とその家族、関係機関、施設からの電話相談及び来所面接による各種
支援、医療相談会・講演会、日常生活用具の展示等を行っています。

主なサービス内容   
　１）療養相談及び就労相談
	 ・	 療養相談・就労相談について、難病相談支援員（保健師等）や難病患者就労コーディネー
	 	 ターが電話や面接（予約制）で対応します。　
	 	 月曜日～金曜日　　午前10時～午後5時（祝日・年末年始を除く。）
	 ※相談受付は午前10時から午後4時まで
	 ・	 難病患者就職サポーター（ハローワークに配置）による出張相談を行っています。
	 	 相談日：毎月　第3金曜日　午前10時～午後5時（予約制）	
　２）医療相談会・医療講演会（予約制）　
	 専門医等による医療相談会や医療講演会を開催します。　
　　	 日時、場所はホームページ等に掲載
   ３）日常生活用具展示コーナー
   ４）難病に関する資料の提供

【連絡先等】
〒113-8431　文京区本郷3-1-3　順天堂大学医学部附属順天堂医院内（1号館2階）
TEL	03－ 5802－ 1892
URL　http://www.tokyo-nanbyou-shien-yi.jp/
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連絡先一覧8
東京労働局

職業安定部職業対策課
障害者雇用対策係 03（3512）1664

ハローワーク（公共職業安定所）

〒102－8305
千代田区九段南1－2－1
九段第3合同庁舎12階

管　轄　区　域

飯田橋
〒112－8577
文京区後楽1－9－20
飯田橋合同庁舎

03（3812）8609 千代田・中央・文京・島しょ

上　野 〒110－8609
台東区東上野4－1－2 03（3847）8609 台東

品　川 〒108－0014
港区芝5－35－3 03（5419）8609 港・品川

大　森 〒143－8588
大田区大森北4－16－7 03（5493）8609 大田

渋　谷 〒150－0041
渋谷区神南1－3－5 03（3476）8609 渋谷・世田谷・目黒

新　宿
（歌舞伎町庁舎）

（分庁舎）

〒160－8489
新宿区歌舞伎町2－42－10

03（3200）8609 新宿・中野・杉並

池　袋
（本庁舎）
〒170－8409
豊島区東池袋3－5－13

03（3987）8609 豊島・板橋・練馬

王　子 〒114－0002
北区王子6－1－17 03（5390）8609 北

足　立
〒120－8530
足立区千住1－4－1
東京芸術センタ一6～8階

03（3870）8609 足立・荒川

墨　田 〒130－8609
墨田区江東橋2－19－12 03（5669）8609 墨田・ 飾

木　場 〒135－8609
江東区木場2－13－19 03（3643）8609 江東・江戸川

八王子 〒192－0904
八王子市子安町1－13－1 042（648）8609 八王子・日野

立　川
〒190－8609
立川市緑町4－2
立川地方合同庁舎1～3階

042（525）8609
立川・国立・小金井・昭島・小平・
東村山・国分寺・東大和・武蔵村山

青　梅 〒198－0042
青梅市東青梅3－20－７

0428（24）8609 青梅・福生・あきる野・羽村・西多摩郡

三　鷹 〒181－8517
三鷹市下連雀4－15－18 0422（47）8609 三鷹・武蔵野・西東京・東久留米・清瀬

町　田
〒194－0022
町田市森野2－28－14
町田合同庁舎1階

042（732）8609 町田

府　中 〒183－0045
府中市美好町1－3－1 042（336）8609 府中・稲城・多摩・調布・狛江



労働基準監督署

中　央
〒112－8573
文京区後楽1－9－20
飯田橋合同庁舎6・7階

03（5803）7381 千代田・中央・文京・島しょ

上　野
〒110－0008
台東区池之端1－2－22
上野合同庁舎7階

03（6872）1230 台東

三　田
〒108－0014
港区芝5－35－2
安全衛生総合会館3階

03（3452）5473 港

品　川 〒141－0021
品川区上大崎3－13－26 03（3443）5742 品川・目黒

大　田
〒144－8606
大田区蒲田5－40－3
月村ビル8・9階

03（3732）0174 大田

渋　谷
〒150－0041
渋谷区神南1－3－5
渋谷神南合同庁舎

03（3780）6527 渋谷・世田谷

新　宿
〒169－0073
新宿区百人町4－4－1
新宿労働総合庁舎4・5階

03（3361）3949 新宿・中野・杉並

池　袋
〒171－8502
豊島区池袋4－30ー20
豊島地方合同庁舎1階

03（3971）1257 豊島・板橋・練馬

王　子 〒115－0045
北区赤羽2－8－5 03（6679）0183 北

足　立
〒120－0026
足立区千住旭町4－21
足立地方合同庁舎4階

03（3882）1188 足立・荒川

向　島 〒131－0032
墨田区東向島4－33－13 03（5630）1031 墨田・ 飾

亀　戸
〒136－8513
江東区亀戸2－19－1
力メリアプラザ8階

03（3637）8130 江東

江戸川 〒134－0091
江戸川区船堀2－4－11 03（６６８１）８２１２ 江戸川

八王子 〒192－0046
八王子市明神町3－8－10 042（6８０）８７５２ 八王子・日野・稲城・多摩

立　川
〒190－8516
立川市緑町4－2
立川地方合同庁舎3階

042（523）4472
立川・昭島・府中・小金井・小平・東村
山・国分寺・国立・武蔵村山・東大和

青　梅 〒198－0042
青梅市東青梅2－6－2 0428（2８）0０５８ 青梅・福生・あきる野・羽村・西多摩郡

三　鷹
〒180－8518
武蔵野市御殿山1－1－3
クリスタルパークビル3階

0422（６７）０６５１
三鷹・武蔵野・調布・西東京・狛江・
清瀬・東久留米

町　田
〒194－0022
町田市森野2－28－14
町田地方合同庁舎2階

042（７１８）８６１０ 町田

管　轄　区　域

連絡先一覧8
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障害者訓練施設等

東京障害者職業能力開発校

（公財）東京しごと財団
障害者就業支援課

042（341）1411

04（2995）1711

03（5211）2681

〒187－0035　小平市小川西町2－34－1　

〒359－0042　埼玉県所沢市並木4－2　

〒102－0072　千代田区飯田橋3－10－3
　　　　　　　       東京しごとセンター8F　

都立職業能力開発センター
中央・城北職業能力開発センター 〒112－0004　文京区後楽1－9－5 03（5800）2611

高年齢者校 〒102－0072　千代田区飯田橋3－10ー3
　 東京しごとセンター10～12F 03（5211）2340

板橋校 〒174－0041　板橋区舟渡2－2－1 03（3966）4131

赤羽校 〒115－0056　北区西が丘3－7－8 03（3909）8333

城南職業能力開発センター 〒140－0002　品川区東品川3－31－16 03（3472）3411

大田校 〒144－0044　大田区本羽田3－4－30 03（3744）1013

城東職業能力開発センター 〒120－0005　足立区綾瀬5－6－１ 03（3605）6140

江戸川校 〒132－0021　江戸川区中央2－31－27 03（5607）3681

台東分校 〒111－0033　台
浅草保健相談センター3～4階

東区花川戸1－14－16 03（3843）5911

多摩職業能力開発センター 〒196－0033　昭島市東町3－6－33 042（500）8700

八王子校 〒193－0931　八王子市台町1－11－1 042（622）8201

府中校 〒183－0026　府中市南町4－37－2 042（367）8201

障害者に関する各種施策、相談等

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構
  中央障害者雇用情報センター

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構
国立職業リハビリテーションセンター

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構

東京障害者職業センター（上野本所）

〒261－8558
千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

〒110－0015
台東区東上野4－27－3
上野トーセイビル 3階

〒130－0022
墨田区江東橋2－19－12
ハローワーク墨田 5階

043（213）6000

03（5638）2792

03（6673）3938

リワークセンター東京
〒111－0041
台東区元浅草3－18－10
上野NSビル 7階

03（5246）4881

東京障害者職業センター（多摩支所）
〒190－0012
立川市曙町2－38－5
立川ビジネスセンタービル 5階

042（529）3341

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構
  東京支部

〒130－0022
墨田区江東橋2－19－12
ハローワーク墨田 5階

03（5638）2284
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目黒区

区市町村障害者就労支援センター

中央区

千代田区

港　区

新宿区

文京区

台東区

墨田区

江東区

品川区

千代田区障害者就労支援センター

中央区障害者就労支援センター 中央区東日本橋2－27－12　
両国郵便局合同建物5階

港区芝1－8－23　
港区立障害保健福祉センター5階

新宿区新宿7－3－29　
新宿ここ・から広場　しごと棟1階

文京区本郷4－15－14
文京区民センター1階

台東区松が谷1－4－12　
松が谷福祉会館6階

墨田区緑4－25－4

江東区東陽4－11－28 
防災センター2階

品川区大崎4－11－12

目黒区中央町2－32－5　
スマイルプラザ中央町1階

就労支援センター　かもめ

公益財団法人　新宿区勤労者・仕事支援センター　
就労支援部就労支援課
障害者等就労支援担当

文京区障害者就労支援センター

台東区障害者就労支援室

すみだ障害者就労支援総合センター

江東区障害者就労・生活支援センター

障害者就労支援センター　げんき品川

目黒障害者就労支援センター

千代田区九段南1－2－1　
千代田区役所３階 03（3264）2153

03（3865）3889

03（5439）8062

03（5805）1600

03（5600）2004

03（3699）0325

03（5496）2525

03（5794）8180

03（3200）3316

03（3847）6431

障害者就業・生活支援センター
ワーキング・トライ

アイ- キャリア

オープナー

03（5986）7551

03（3705）5803

042（577）0079

TALANT（タラント） 042（648）3278

03（5259）8372

03（5837）4495
あだちオフィス

あだちオフィス

〒174－0072　板橋区南常盤台2－1－7

〒186－0003　国立市富士見台1－17－4

〒101－0054　千代田区神田錦町3－21
ちよだプラットフォームスクエアCN312

〒121－083１　足立区舎人４－９－13

〒158－0091　世田谷区中町2－21－12
なかまちＮＰOセンター2Ｆ

〒192－0046　八王子市明神町4－5－3
橋捷ビル4階

けるん 042（553）6320〒197－0022　福生市本町94－9

その他の能力開発施設

視覚障害者 ＯＡ実務科 ４月１年

名称・所在地・電話番号/ＦＡＸ番号 対象者 訓練職種 訓練期間 訓練開始月

（社福）日本盲人職能開発センター
〒160－0003　新宿区四谷本塩町2－5
03（3341）0900／03（3341）0967
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〒102-0074

〒103-0004

〒105-0014

〒160-0022

〒113-0033

〒111-0036

〒130-0021

〒135-0016

〒152-0001

〒141-0032



大田区 大田区立障がい者就労支援センター

世田谷区障害者就労支援センター
「すきっぷ就労相談室」

世田谷区障害者就労支援センター
「すきっぷ就労相談室」分室「クローバー」

世田谷区障害者就労支援センター
「すきっぷ就労相談室」分室「そしがや」

世田谷区障害者就労支援センター
「しごとねっと」

世田谷区障害者就労支援センター
「ゆに（ＵＮＩ）」

渋谷区障害者就労支援センター　
ハートバレーしぶや

一般財団法人　
中野区障害者福祉事業団

杉並区障害者就労支援センター

豊島区保健福祉部障害福祉課
就労支援グループ

就労支援センター北　ドリームヴイ

就労支援センター北　わくわくかん

荒川区障害者就労支援センター
じょぶ・あらかわ

板橋区障がい者就労支援センター　
ハート・ワーク

練馬区障害者就労支援センター

足立区障がい福祉センター
就労促進訓練係　雇用支援室

葛飾区障害者就労支援センター

江戸川区立障害者就労支援センター

八王子市障害者就労・生活支援センター
ふらん

立川市障害者就労支援センターはたらこ

武蔵野市障害者就労支援センターあいる

三鷹市障がい者就労支援センターかけはし

青梅市障害者就労支援センター

府中市障がい者就労支援センターみ～な

昭島市障害者就労支援センター　クジラ

〒143-0024

〒156-0055

〒154-0004

〒157-0072

〒154-0004

〒158-0098

〒150-0041

〒165-0026

〒168-0072

〒171-0022

〒114-0034

〒115-0044

〒116-0003

〒174-0063

〒176-0012

〒121-0816

〒124-0012

〒133-0052

〒192-0904

〒190-0023

〒180-0023

〒181-0013

〒198-0042

〒183-0026

〒196-0003

世田谷区

渋谷区

中野区

杉並区

豊島区

北区

大田区中央4－30－11

世田谷区船橋5－33－1

世田谷区太子堂2－15－1　
野村三軒茶屋ビル8階

世田谷区祖師谷3－1－3

世田谷区太子堂2－15－1　
野村三軒茶屋ビル8階

世田谷区上用賀5－14－1
上用賀アートホール2階

渋谷区神南1－19－8

中野区新井2－8－13

杉並区高井戸東4－10－26

豊島区南池袋2－45－1

北区上十条2－1－12

北区赤羽南2－6－6　
スカイブリッジビル地下1階

荒川区南千住1－13－20

板橋区前野町4－16－1　
板橋区おとしより保健福祉センター内

練馬区豊玉北5－14－6　
新練馬ビル5階

足立区梅島3－31－19

葛飾区立石5－27－1　
男女平等推進センター2階

江戸川区東小岩６－１５－２

八王子市子安町1－8－3　
コーポ森1階

立川市柴崎町2－10－16 
オオノビル2F

武蔵野市境南町2－5－8　
ヴィラージュ武蔵野102号室

三鷹市下連雀4－15－18

青梅市東青梅1－2－5　
東青梅センタービル3階

府中市南町5－38

昭島市松原町3－6－7　
アートヒルズ105

荒川区

板橋区

練馬区

足立区

葛飾区

江戸川区

八王子市

立川市

武蔵野市

三鷹市

青梅市

府中市

昭島市
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03（5728）9135

03（3302）7927

03（5787）4355

03（5494）5581

03（3418）1432

03（5797）2343

03（3462）2513

03（3388）2941

03（5346）3250

03（3985）8330

03（3906）7753

03（3598）3337

03（3803）4510

03（3968）9900

03（3948）6501

03（5681）0133

03（3695）2224

03（5622）6050

042（642）0080

042（525）0884

0422（26）1855

0422（27）8864

0428（25）8510

042（360）1312

042（569）6433



調布市

町田市

小金井市

小平市

日野市

東村山市

東大和市

奥多摩町
 （※）

新島村
（※）

※印以外の区市町：障害者就労支援事業を実施　　　※印の町村：障害者就労支援の窓口を設置。

国分寺市

国立市

福生市

狛江市

清瀬市

東久留米市

武蔵村山市

多摩市

稲城市

羽村市

あきる野市

西東京市

日の出町

瑞穂町

連絡先一覧8
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調布市障害者地域生活・就労支援センター
ちょうふだぞう
調布市こころの健康支援センター
就労支援室　ライズ

町田市障がい者就労・生活支援センター
りんく
町田市障がい者就労・生活支援センター
Let's（レッツ）

小金井市障害者就労支援センター　
エンジョイワーク・こころ

小平市障害者就労・生活支援センター
ほっと
日野市障害者生活・就労支援センター
くらしごと

東村山市障害者就労支援室

国分寺市障害者就労支援センター

国立市健康福祉部しょうがいしゃ支援課
相談支援係就労支援担当
福生市障害者自立生活支援センター
「すてっぷ」

狛江市障がい者就労支援センター
「サポート」

東大和市総合福祉センターは～とふる
障害者就労生活支援センター

清瀬市障害者就労支援センター

東久留米市障害者就労支援室　
さいわい

東久留米市障害者就労支援室　
あおぞら

武蔵村山市障害者就労支援センター
とらい

マルシェたま　多摩市障がい者
就労支援センター　なちゅーる
稲城市障害者総合相談センター　
マルシェいなぎ

羽村市障害者就労支援センター　
エール

あきる野市障がい者就労・生活支援センター
あすく

西東京市障害者就労支援センター　
一歩

瑞穂町障害者就労支援センター

日の出町障害者就労生活支援センター
あるって

奥多摩町福祉保健課福祉係

新島村民生課福祉介護係

〒182-0022

〒182-0024

〒194-0013

〒194-0013

〒184-0013

〒187-0001

〒191-0062

〒189-0014

〒185-0024

〒186-0003

〒197-0004

〒201-0013

〒207-0022

〒204-0021

〒203-0052 

〒203-0052 

〒208-0023

〒206-0011

〒206-0802

〒205-0023

〒197-0804 

〒188-0011

〒190-1211

〒190-0182

〒198-0212

〒100-0402

調布市国領町3－19‐1

調布市布田5－46－1

町田市原町田4－24－6　
せりがや会館1階

町田市原町田4－24－6　
せりがや会館1階

小金井市前原町3－41－15

小平市大沼町2－1－3

日野市多摩平2－5－1　
クレヴィア豊田多摩平の森　
サウスレジデンス1階

東村山市本町1－1－1

国分寺市泉町2－3－8　
国分寺市障害者センター１階

国立市富士見台2－47－1

福生市南田園2－13－1　
福祉センター内

狛江市元和泉2－35－1　
あいとぴあセンター内

東大和市桜が丘2－53－6

清瀬市元町1－9－14

東久留米市幸町3－9－28

東久留米市幸町3－7－7　
ロワ・ヴェール6号館101号

武蔵村山市伊奈平1－64－1

多摩市関戸4－19－5　
市立健康センター4階

稲城市東長沼2107－3　
ヒルテラス稲城　103

羽村市神明台1－27－4

あきる野市秋川１－７－６　
リヴェール麗２階
西東京市田無町4－17－14 
西東京市障害者総合支援センター　
フレンドリー内
西多摩郡瑞穂町大字石畑2008　
ふれあいセンター1階

西多摩郡日の出町平井3261－2

西多摩郡奥多摩町氷川1111

新島村本村3－12－8

042（487）4552

042（426）9161

042（728）3161

042（728）3162

042（387）9866

042（316）9078

042（843）1806

042（313）3794

042（300）1500

042（576）2111 
内148

042（539）3217

03（5438）3533

042（516）3983

042（495）0010

042（477）3100

042（476）2625

042（560）7839

042（311）2324

042（379）9234

042（570）1233

042（532）1793

042（452）0095

042（568）0139

042（519）9761

0428（83）2777

04992（5）1856



労働相談情報センター
■電話相談（随時）

■来所相談（予約制）

月～金曜日　AM 9：00～PM 8：00【終了時間】（祝日及び12月29日～1月3日を除く）
土曜日　　　AM 9：00～PM 5：00【終了時間】（祝日及び12月28日～1月4日を除く）

●担当区域（会社所在地）に応じて、各事務所が月曜から金曜日の午前９時から午後５時（終了時間）まで
　実施しています。（祝日及び12月29日～１月３日は除く）

●夜間は、各事務所が担当曜日に午後８時（終了時間）まで実施しています。
（祝日及び12月29日～１月３日は除く）
●予約制のため、必ず事前に予約をしてください。

★夜間来所相談
（予約制）

★土曜来所相談
（予約制）

●土曜日は、飯田橋で午前９時～午後５時（終了時間）まで実施しています。
（祝日及び12月28日～１月４日は除く）
●予約制のため、必ず事前に予約をしてください。

0570－00－6110東京都ろうどう110番

労働相談
情報センター
（飯田橋）

大　崎
事務所

池　袋
事務所

亀　戸
事務所

国分寺
事務所

八王子
事務所

03（3265）6110 月曜
金曜

夜間担当区域（会社所在地）電　話所在地窓　口

火曜

木曜

火曜

月曜

水曜

03（3495）6110

03（5954）6110

03（3637）6110

042（321）6110

042（645）6110

千代田区、中央区、新宿区、渋谷区、
中野区、杉並区、島しょ

港区、品川区、目黒区、大田区
世田谷区

文京区、豊島区、北区、荒川区
板橋区、練馬区

台東区、墨田区、江東区、足立区、
飾区、江戸川区

八王子市、府中市、調布市、町田市、
日野市、狛江市、多摩市、稲城市

立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、
昭島市、小金井市、小平市、東村山市、
国分寺市、国立市、福生市、東大和市、
清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、羽村市
あきる野市、西東京市、西多摩郡

〒192-0046
八王子市明神町3－5－1

〒185-0021
国分寺市南町3－22－10

〒136-0071
江東区亀戸2－19－1
カメリアプラザ7F

〒170-0013
豊島区東池袋4－23－9

〒141-0032
品川区大崎1－11－1
ゲートシティ大崎
ウエストタワー2F

〒102-0072
千代田区飯田橋3－10－3
東京しごとセンター9F
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東京都立（総合）精神保健福祉センター
東京都立中部総合精神保健福祉センター

東京都立多摩総合精神保健福祉センター

東京都立精神保健福祉センター

03（3302）7711

042（371）5560

03（3834）4102

〒156-0057 世田谷区上北沢2－1－7

〒206-0036 多摩市中沢2－1－3

〒110-0015 台東区東上野3－3－13
プラチナ第2ビル

東京都心身障害者福祉センター

東京都心身障害者福祉センター 〒162-0823 新宿区神楽河岸1－1
東京都飯田橋庁舎（セントラルプラザ）12階～15階

〒186-0003 国立市富士見台2－1－1東京都心身障害者福祉センター多摩支所

03（3235）2946

042（573）3311

聴覚障害特別支援学校

中央ろう学校

飾ろう学校

03（5301）3031

03（3606）0121

立川ろう学校 042（523）1358

都立特別支援学校（高等部設置校）
視覚障害特別支援学校

文京盲学校 03（3811）5714 八王子盲学校 042（623）3278

都立特別支援学校の就労支援については

東京都特別支援教育推進室 〒162-0817 新宿区赤城元町1－3 03（5228）3433

難病相談・支援センター

東京都難病相談・支援センター 〒113-8431 文京区本郷3－1－3 03（5802）1892

発達障害者支援センター

東京都発達障害者支援センター（TOSCA） 〒156-0055 世田谷区船橋1－30－9 03（3426）2318

志村学園 03（3931）2323

肢体不自由特別支援学校

光明学園

小平特別支援学校

城南特別支援学校

村山特別支援学校

大泉特別支援学校

墨東特別支援学校

永福学園

03（3323）8421

042（342）1671

03（3734）6308

042（564）2781

03（3921）1381

03（3634）8431

03（3323）1380

北特別支援学校

城北特別支援学校

町田の丘学園

多摩桜の丘学園

あきる野学園

青峰学園

03（3906）2321

03（3883）7271

042（737）0570

八王子東特別支援学校 042（646）8120

042（374）8111

042（558）0222

0428（32）3811

鹿本学園 03（3653）7355

水元小合学園 03（5699）0141

府中けやきの森学園 042（367）2511

連絡先一覧8
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病弱特別支援学校

光明学園 03（3323）8421 北特別支援学校 03（3906）2321

小平特別支援学校 042（342）1671 墨東特別支援学校 03（3634）8431

知的障害特別支援学校

青鳥特別支援学校

八王子特別支援学校

しいの木特別支援学校

町田の丘学園

羽村特別支援学校

江東特別支援学校

足立特別支援学校

飾特別支援学校

03（3424）2525

042（621）5500

0436（66）2789

042（737）0570

042（554）0829

03（3615）2341

03（3850）6066

03（3608）4411

王子特別支援学校

武蔵台学園

七生特別支援学校

墨田特別支援学校

中野特別支援学校

清瀬特別支援学校

港特別支援学校

白鷺特別支援学校

田無特別支援学校

03（3909）8777

042（576）7491

042（591）1095

03（3619）4851

03（3384）7741

042（494）0511

03（3471）9191

03（3652）4151

042（463）6262

板橋特別支援学校 03（5398）1221

府中けやきの森学園 042（367）2511

南大沢学園 042（675）6075

あきる野学園 042（558）0222

田園調布特別支援学校 03（3721）6861

多摩桜の丘学園 042（374）8111

永福学園 03（3323）1380

青峰学園 0428（32）3811

練馬特別支援学校 03（5393）3524

志村学園 03（3931）2323

水元小合学園 03（5699）0141
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区役所、市役所、町村役場
千代田区

中 央 区

港　　区

新 宿 区

文 京 区

台 東 区

墨 田 区

江 東 区

品 川 区

目 黒 区

大 田 区

世田谷区

渋 谷 区

中 野 区

杉 並 区

豊 島 区

北　　区

荒 川 区

板 橋 区

練 馬 区

足 立 区

03（3264）2111

03（3543）0211

03（3578）2111

03（3209）1111

03（3812）7111

03（5246）1111

03（5608）1111

03（3647）9111

03（3777）1111

03（3715）1111

03（5744）1111

03（5432）1111

03（3463）1211

03（3389）1111

03（3312）2111

03（3981）1111

03（3908）1111

03（3802）3111

03（3964）1111

03（3993）1111

03（3880）5111

八王子市

立 川 市

武蔵野市

三 鷹 市

青 梅 市

府 中 市

昭 島 市

調 布 市

町 田 市

小金井市

小 平 市

日 野 市

東村山市

国分寺市

国 立 市

福 生 市

狛 江 市

東大和市

清 瀬 市

042（626）3111

042（523）2111

0422（51）5131

0422（45）1151

0428（22）1111

042（364）4111

042（544）5111

042（481）7111

042（722）3111

042（383）1111

042（341）1211

042（585）1111

042（393）5111

042（325）0111

042（576）2111

042（551）1511

03（3430）1111

042（563）2111

042（492）5111

羽 村 市

あきる野市

瑞 穂 町

日の出町

檜 原 村

大 島 町

新 島 村

三 宅 村

八 丈 町

青ヶ島村

小笠原村

042（555）1111

042（558）1111

西東京市 042（464）1311

042（557）0501

042（597）0511

奥多摩町 0428（83）2111

042（598）1011

04992（2）1441

04992（5）0240

利 島 村 04992（9）0011

04994（5）0981

神津島村 04992（8）0011

04996（2）1121

御蔵島村 04994（8）2121

04996（9）0111

04998（2）3111

03（3695）1111

03（3652）1151

 飾 区

江戸川区

042（378）2111

042（375）8111多 摩 市

東久留米市

武蔵村山市

042（470）7777

042（565）1111

稲 城 市

連絡先一覧8
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ホームページ一覧

東京都庁

東京都産業労働局

東京都福祉保健局

東京都教育委員会

東京労働局

（独）高齢･障害･求職者雇用支援機構

http://www.metro.tokyo.jp/

http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/

http://www.jeed.or.jp/

障害者の就業促進については 内37－725

職業能力開発センターについては　 内37－851

技能の振興（アビリンピック）については　 内37－821

労働相談情報センターについては 内37－652

地域での障害者の就労支援及び生活支援については 内33－250

発達障害者の支援については 内33－171

都立特別支援学校の学校設置計画等については 内53－274

東京都の融資制度・産業力強化融資については 内36－831

産業労働局　雇用就業部　就業推進課

産業労働局　雇用就業部　能力開発課

産業労働局　雇用就業部　能力開発課

産業労働局　雇用就業部　労働環境課

福祉保健局　障害者施策推進部　地域生活支援課

福祉保健局　障害者施策推進部　精神保健医療課

教育庁　都立学校教育部　特別支援教育課

産業労働局　金融部　金融課

都庁代表 代表　03（5321）1111〒163－8001
新宿区西新宿2－8－1

TOKYOはたらくネット

東京障害者職業能力開発校

（公財） 東京しごと財団 障害者就業支援課

ハローワークインターネットサービス

https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school/handi/

http://www.shigotozaidan.or.jp/shkn/

https://www.hellowork.go.jp/
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